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「ＦＴＴＨアクセスサービスにおける不当競争の具体例について（案）」に関し、別紙の

とおり意見を提出します。 

 

 

  



別紙 

 

(要旨) 電気通信事業分野における市場検証（平成 29 年度）年次レポート P142 にもあり

ますように、NTT東西のサービス卸においては、MNOの契約数が全体の 70.7％と過半を占め

ており、年々その割合は増えております。これに対し ISP は 21.9％で、年々その割合は減

少しております。これは携帯電話の契約時に、光回線も同時契約すると携帯電話の料金が

割り引かれるキャンペーンの訴求により、ISPの利用者が MNOの光卸サービスに乗り換えて

いることなどが影響しているものと思われます。このままでは FTTHアクセスサービス市場

は、将来的には携帯電話サービスの市場に相似形に収斂したマーケットシェアの市場とな

り、自由な競争とはいえない状況になる恐れがあります。 

 

該当箇所 意見 

２ 用語の定義 
(3) 契約締結等補助 

金銭以外にも、最終利用者に対して契約締結の条件とし

て提供される各種特典（Wi-Fiルータレンタル無料や、

セキュリティサービス 12 ヶ月分、サポートなどのオプ

ション無料など）も契約締結等補助の対象とするべきと

考えます。 

３ FTTH アクセスサービス

の提供条件が不当な競争を引

き起こす具体例 
 
(1) ある FTTH 契約（期間拘束

を伴うものに限る。）により継

続する任意の４年の間 FTTH
アクセスサービスを提供する

場合の当該契約による小売料

金の 収入が、当該期間におけ

る当該契約に係る回線原価及

び契約締結等補助の合計額を

下回る事例が対象事業者にお

いて生じた場合については、不

当な競争を引き起こすものと

して電気通信事業法第 29 条
第１項第５号の規定による業

務改善命令の対象になり得る。 

本意見募集の直接の対象である不当競争の具体例では

ないかもしれませんが、意見を申し上げます。 

 

電気通信事業分野における市場検証（平成 29 年度）年

次レポート P142 にもありますように、NTT 東西のサー

ビス卸においては、MNOの契約数が全体の 70.7％と過半

を占めており、年々その割合は増えております。これに

対し ISP は 21.9％で、年々その割合は減少しておりま

す。これは携帯電話の契約時に、光回線も同時契約する

と携帯電話の料金が割り引かれるキャンペーンの訴求

により、ISPの利用者が MNOの光卸サービスに乗り換え

ていることなどが影響しているものと思われます。この

ままでは FTTH アクセスサービス市場は、将来的には携

帯電話サービスの市場に相似形に収斂したマーケット

シェアの市場となり、自由な競争とはいえない状況にな

る恐れがあります。 

 

当協会は、（複数の）会員から以下のような申し出を受

けております。MNO による FTTH アクセスサービス提供



に際しては、提携プロバイダがプロバイダサービス部分

を提供する場合があります。しかし ISPなどプロバイダ

事業者は経営規模やブランド力において MNO に比べて

大きな差があることから、事業者間の力関係により MNO

から提示される条件でサービスを提供せざるを得ず、自

ら料金等を設定することができません。その結果、提携

プロバイダが提供するプロバイダ料金（事実上の小売料

金の収入に相当）が、回線原価にほぼ等しいか、回線原

価割れとなることがあります。インターネットのトラヒ

ックが急激に増大し、回線原価が増大している今日、こ

れにより提携プロバイダである ISP の経営は非常に困

難なものになるのみならず、設備投資の圧縮によりブロ

ードバンドの混雑を引き起こし、利用者の速度低下など

の不利益を引き起こす可能性もあります。 

 

さらに MNOの FTTH アクセスサービスにおいて、プロバ

イダサービスを提供する提携プロバイダ同士を競うこ

とで、提携プロバイダはその MNO の FTTH アクセスサー

ビスの中において、より有利な会員獲得のための条件を

得るためには金銭以外の Wi-Fi ルータレンタル無料な

ど各種特典を利用者に対し提供せざるを得ない場合も

あります。それらは提携プロバイダ事業者の経営を圧迫

し、市場からプロバイダ事業者が排除されることで

FTTH アクセスサービス市場における健全な競争が妨げ

られるものと考えられます。 

以上 


